
貸切バス・レンタカー交通費補助規程 
 

（目 的） 
第１条 この規程は、第 32 回全国高等専修学校体育大会における学校～大会開催地の移動に関する貸切

バス代金、レンタカー代金補助について定めたものである。 
（大会事務局手配の原則） 
第２条 この規程の適用を受けようとする場合には、貸切バス（以下「バス」という）、レンタカーは大

会事務局（以下「本部」という）が手配し、各学校に配車するものとする。従って、各学校で手

配した場合は、本規程の適用外とする。 
（配車の原則） 
第３条 往路のバスは、各学校（鉄道等を利用する学校においては、東京駅・三島駅もしくは本部と各

学校が協議して定めた駅）に配車するものとする。尚、乗車人数が２５名以下の学校については、

原則他の学校との混乗となる。この場合、各学校を経由して大会開催地に向かうものとする。 
２ 復路のバスについては、代表者会議終了後本部に希望日時・配車場所を連絡すること。本部は、

この指定を受けてバスの配車をするものとする。但し、勝敗によって日時の変更を要する場合は、

本部に申し出ること。この場合、本部は可能な限りその対応をするが、他の学校と混乗及び送り

先が、新宿駅もしくは八王子駅への送りとなる場合がある。この場合の、新宿駅、八王子駅から

学校最寄り駅間の交通費は各校負担とする。 
３ レンタカーは指定場所にて手続きの上、乗車するものとする。レンタカーの利用にあたっては、

原則往復利用とする。 
（補助額決定に当たっての基礎額算出） 
第４条 バスの費用は、その距離及び大型・中型によって異なる。本部へ申し込みがあった学校へは、

本部手配旅行会社を通しその基礎額を連絡するものとする。 
  ２ 混乗となった場合の各校基礎額は、人数割りで算出するものとする。 
  ３ レンタカーの費用は手配地によって異なる。本部へ申し込みがあった学校へは、本部手配旅行

会社を通しその基礎額を連絡するものとする。 
  ４ 有料道路料金は、補助対象外とし各校が負担するものとする。 
  ５ レンタカーの利用にあたっては各校の責任において保険加入手続きを行うこと。その場合の保

険料は、補助対象外とし各校が負担するものとする。 
  ６ レンタカー利用時の燃料代は、補助対象外とし、各校が負担するものとする。 
（補助額の決定） 
第５条 各校の補助額の決定は、補助総額（3,620,000 円）を総基礎額（バスチャーター料及びレンタカ

ー料総額）で除し、その係数を各校基礎額に乗じて求めた金額とする。但し係数が０．６６を越

えた場合は、０．６６とし（補助額は総額の３分の２以内とする。）１００円未満は切り捨てるも

のとする。  
（前払いの原則） 
第６条 バス及びレンタカーの利用に当たっては、前払いにて振り込むものとする。 
（その他の事項） 
第７条 この規程に定められてない事項については、特定非営利活動法人 NPO 高等専修教育支援協会

（以下「ＮＰＯ協会」という）理事会で決定することとする。 
 ２ この規程の改廃は、ＮＰＯ協会理事会の決議による。 

（附 則）１、この規程は、第 32 回大会にのみ適用する。 
     ２、ＮＰＯ協会の会員校でない学校については本規程による補助を受けられない場合がある。 


